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取適法 相談窓口一覧 

管轄（都道府県） 担当窓口 

関東甲信越（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、 
神奈川県）を含む全国 

公正取引委員会事務総局 
 経済取引局取引部 企業取引課 
電話：03-3581-3375（直通） 
 

北海道 公正取引委員会事務総局 北海道事務所 取引適正化調査課 
電話：011-231-6300（代表） 
 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 
福島県 

公正取引委員会事務総局 東北事務所 取引適正化調査課 
電話：022-225-8420（直通） 
 

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、 
三重県 

公正取引委員会事務総局 中部事務所 取引適正化調査課 
電話：052-961-9424（直通） 
 

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 
奈良県、和歌山県 

公正取引委員会事務総局 
 近畿中国四国事務所 取引適正化調査課 
電話：06-6941-2176（直通） 
 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 公正取引委員会事務総局 中国支所 取引適正化調査課 
電話：082-228-1520（直通） 
 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 公正取引委員会事務総局 四国支所 取引適正化調査課 
電話：087-811-1758（直通） 
 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 
宮崎県、鹿児島県 

公正取引委員会事務総局 九州事務所 取引適正化調査課 
電話：092-431-6032（直通） 
 

沖縄県 内閣府 沖縄総合事務局総務部 
 公正取引課 取引適正化調査官 
電話：098-866-0049（直通） 
 

 

＜重要なお知らせ＞ 

 

今般、これまでの下請法が改正され、令和８年１月 1日から、取適法（トリテキ法）が施行され

ました。 

それに伴い、顧客に納品するなど、一定の条件を満たす運送委託取引は同法の対象（特定運送委

託）となり、荷主に対して新たに義務が課されたり、禁止行為が定められることになります。 

詳細は、公正取引委員会ウェブサイトを御覧いただくか、以下に記載の相談窓口までお尋ねくだ

さい。 

取適法特設サイト（短い動画で分かりやすく解説しています。） 

https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/ 

 

中小受託取引適正化法（取適法）関係資料 

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html 
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